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高年齢者再雇用制度の「継続雇用終了」年齢について 

前回例示の条文は誤りでした。修正をお願いします。 

                                     （全２枚） 
前回の相談室だより№４３で例示した再雇用職員就業規則中、第 10 条（「社会福祉施設・事

業者のための規程集（人事労務編）」追補版所収と同じ）を下記により訂正いたします。老齢年

金の支給開始年齢の引上げは生年月日区分で行われており、これをもとに期日の限度を規定す

べきところ、再雇用期間をもとに規定したことの誤りでした。申し訳ありませんでした。なお、

次頁に厚生労働省作成の「高年齢者雇用確保措置実施義務化年齢段階的引上げのイメージ」を

掲載しましたので参照してください。 

＜今回例示する正しいもの（再雇用及び更新の限度）＞ 

定年退職日を６０歳誕生日の属する年度末とする場合 

第１０条 再雇用を行う場合及び再雇用の更新を行う場合の期日の限度は、平成１８年４月以

降に６０歳定年を迎える者等が満６５歳に達する日以降の最初の３月３１日までとする。た

だし、生年月日が昭和２４年４月１日以前の者の期日の限度は、次表のとおりとする。 
生年月日 期日の限度（継続雇用終了日） 

昭和２１年４月２日～２２年 4 月１日 ６３歳誕生日以降の最初の３月３１日 
昭和２２年４月２日～２４年 4 月１日 ６４歳誕生日以降の最初の３月３１日 

昭和２４年４月２日以降 ６５歳誕生日以降の最初の３月３１日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜前回例示した誤りの条文（再雇用及び更新の限度）＞ 

第１０条 再雇用を行う場合及び再雇用の更新を行う場合の期日の限度は、その者が年齢６５

歳に達する日以降の最初の３月３１日までとする。ただし、平成２５年３月３１日までにお

いては、期日の限度は次表のとおりとする。 

再雇用及び再雇用の更新を行う期間 期日の限度 
平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日  満 62 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日 

平成 19 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日  満 63 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日 
平成 22 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日  満 64 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日 

▲上記の経過措置の法定義務化年齢は、男性の年金（定額部分）の下記支給開始年齢
の引上げスケジュールにあわせ、男女同一に、平成２５年４月１日までに段階的に引
上げられることに対応するものです。（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日 62
歳、平成 19 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日 63 歳、平成 22 年 4 月 1 日～平成 25
年 3 月 31 日 64 歳、平成 25 年 4 月 1 日～ 65 歳） 
▲上記支給開始年齢を生年月日で規定すると、昭和２１年４月２日～２２年４月１日
生まれ（平成１９年３月３１日現在満６０歳）は６３歳、昭和２２年４月２日～２４
年 4 月１日は６４歳、昭和２４年 4 月２日以降は６５歳となります。 

▲平成１７年度の定年退職者は実施義務ではありませんが、対象とする場合は上表中
昭和２１年は２０年となります。 



 

 


